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特定器材マスターの改定について  
 
今般、平成２４年９月７日付け厚生労働省告示第５００号により特定器材マス

ターを下記のとおり改定しましたのでお知らせします。  
 また、この公表レコードの適用年月日は、平成２４年１０月１日であること

から、平成２４年９月診療分請求に係るマスターへ誤って使用することのない

ようご留意願います。  
 

記  
 
 材料価格の変更              平成２４年１０月１日適用  

金額  特定器材  
コ ー ド 

特定器材名  
変更前  変更後  

710010174 
歯科用１４カラット金合金鉤用線（金５８．

３３％以上）  
3,541 3,788

710010181 
歯科鋳造用銀合金第１種（銀６０％以上イ

ンジウム５％未満）  
116 109

 


